
資料１⑨

北渡島檜山圏域地域医療構想調整会議設置要綱 一部改正（案） 新旧対照表

旧 新 改正理由

（組織） （組織）

第３条 調整会議の委員は、次に掲げる者のうちから北海道渡島総合振興局長が委嘱する。 第３条 調整会議の委員は、次に掲げる者のうちから北海道渡島総合振興局長が委嘱する。

（１）保健医療福祉サービスの受益者

（２）保健医療福祉サービスの提供者

（３）関係行政機関の職員

（４）その他必要と認められる者

２ 委員の任期は２年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任 ～ （略） ～

期は、前任者の残任期間とする。

３ 調整会議に会長及び副会長を置く。

（１）会長及び副会長は、委員が互選した者をもって充てる。

（２）会長は、調整会議を代表し、会務を総理する。

（３）会長に事故があるときのほか、議事の内容により議長に重大な利益又は不利益が生じ

るおそれがあると委員の過半数が認める場合は、副会長がその職務を代理する。

（会議） （会議）

第４条 調整会議は、必要の都度、会長が招集する。 第４条 調整会議は、必要の都度、会長が招集する。

２ 会長は、必要に応じて、委員以外の者を出席させることができる。 ２ 会長は、必要に応じて、委員以外の者を出席させることができる。

３ 会長は会議の議長となり議事を整理する。 議長について補足


